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第17章 環境影響評価準備書の記載事項の修正内容 

17.1 準備書から補正前の評価書への修正 

「環境影響評価法」（平成 9 年 6 月 13 日法律第 81 号、最終改正：令和 2 年 6 月 10 日法律

第 10号）第 40条第 2項の規定により読み替えて適用される同法第 20条第 1項の規定に基づ

く山口県知事意見及び福岡県知事意見等を勘案して、環境影響評価準備書の記載事項につい

て検討を加え、評価書において修正を行いました。なお、表現の適正化及び誤字、脱字等の

修正については適宜行いました。 

記載事項の修正内容は、表 17-1及び表 17-2に示すとおりです。 

 

表 17-1(1) 知事意見を踏まえた記載事項の修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P.11.10-55 

表 11.10.1-23(1) 

重要な種及び群落

の予測結果（陸生植

物） 

【表中】 

 

【表中】 

 

P.11.10-55 

表 11.10.1-23(2) 

重要な種及び群落

の予測結果（陸生植

物） 

【表中】 

 

【表中】 

 

P.11.10-56 

表  11.10.1-23(3) 

重要な種及び群落

の予測結果（陸生植

物） 

【表中】 

 

【表中】 

 
P.11.10-56 

表  11.10.1-23(4) 

重要な種及び群落

の予測結果（陸生植

物） 

【表中】 

 

【表中】 
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表 17-1(2) 知事意見を踏まえた記載事項の修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P.11.10-57 

表 11.10.1-23(5) 

重要な種及び群落

の予測結果（陸生植

物） 

【表中】 

 

【表中】 

 

P.11.10-57 

表 11.10.1-23(6) 

重要な種及び群落

の予測結果（陸生植

物） 

【表中】 

 

【表中】 

 

P.11.10-58 

表  11.10.1-23(7) 

重要な種及び群落

の予測結果（陸生植

物） 

【表中】 

 

【表中】 

 

P.11.10-58 

表  11.10.1-23(8) 

重要な種及び群落

の予測結果（陸生植

物） 

【表中】 

 

【表中】 

 

P.11.10-59 

表 11.10.1-23(9) 

重要な種及び群落

の予測結果（陸生植

物） 

【表中】 

 

【表中】 
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表 17-1(3) 知事意見を踏まえた記載事項の修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P.11.10-64 

表 11.10.1-27(1) 

重要な種及び群落

の予測結果（水生植

物） 

【表中】 

 

【表中】 

 

P.11.10-64 

表 11.10.1-27(2) 

重要な種及び群落

の予測結果（水生植

物） 

【表中】 

 

【表中】 

 

P.11.11-45 

表  11.11.1-17(4) 

丘陵地・台地を中心

とする生態系の注

目種・群集毎の予測

結果 

【表中】 

 

【表中】 
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表 17-1(4) 知事意見を踏まえた記載事項の修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P.12-1 

第 12 章 環境影響

の総合的な評価 

【14～18行目】 

今後の詳細な計画検討にあたっては、環境影響

評価の結果に基づき環境保全に十分配慮して行う

とともに、事業実施段階及び供用後において、周

辺の交通ネットワークに関する交通量及び生活環

境の状況変化、自然環境の状況変化、規制区域及

び環境基準の変更等について、関係機関と協力し、

必要に応じて適切に把握するとともに、専門家等

の意見を踏まえて、必要な措置を検討します。 

 

【14～19行目】 

今後の詳細な計画検討にあたっては、環境影響

評価の結果に基づき環境保全に十分配慮して行う

とともに、事業実施段階において、設計図書や最

新の技術指針及び知見等の収集により、事業計画

等の変更を把握するとともに、必要に応じて事業

に伴う影響の程度を確認します。また、事業実施

段階及び供用後において、周辺の交通ネットワー

クに関する交通量及び生活環境の状況変化、自然

環境の状況変化、規制区域及び環境基準の変更等

について、関係機関と協力し、必要に応じて適切

に把握します。 

P.12-1 

第 12章 環境影響

の総合的な評価 

【19～22行目】 

本環境影響評価では、環境に及ぼす影響を予測

し、必要に応じて環境保全措置を講じることとし

ていますが、現段階で予測し得なかった著しい影

響が見られた場合には、環境に及ぼす影響につい

て調査し、専門家等の意見を踏まえて、関係機関

と連携を図り、最新の技術指針等を踏まえて必要

な措置を講じます。 

【20～23行目】 

さらに、本環境影響評価では、環境に及ぼす影

響を予測し、必要に応じて環境保全措置を講じる

こととしていますが、現段階で予測し得なかった

著しい影響が見られた場合、又はそのおそれが生

じた場合には、環境に及ぼす影響について調査し、

専門家等の意見を踏まえて、関係機関と連携を図

り、最新の技術指針等を踏まえて必要な措置を講

じます。 
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表 17-2(1) その他の記載事項の修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P.3-7 

図 3.2-5 標準横

断図 

 

【図中】 

 

【図中】 

 
P.3-37 

（2）対象道路の構

造 

 

【1～3行目】 

対象道路の構造は、陸域では、河川及び水路を

回避した計画とし、海域では、活断層の存在から

安全面に配慮して橋梁構造を採用するとともに、

橋脚及び主塔は最低限の箇所数で必要以上に断面

積を大きくしない計画としています。 

【1～3行目】 

対象道路の構造は、陸域では、河川及び水路を

回避した計画とし、海域では、活断層の有無、位

置、変位量等が不明確であることから安全面に配

慮して橋梁構造を採用するとともに、橋脚及び主

塔は最低限の箇所数で必要以上に断面積を大きく

しない計画としています。 

P.4.1-23 

表 4.1-13(1) 道

路交通騒音の測定

結果及び環境基準

達成状況（北九州

市） 

【表中】 

 

【表中】 
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表 17-2(2) その他の記載事項の修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P.11.6-5 

(b)有害物質 

【3～12行目】 

調査結果については、「ダイオキシン類による大

気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）

及び土壌の汚染に係る環境基準」（平成 11 年 12

月 27日環境庁告示第 68号、最終改正：令和 4年

11月 25日号外環境省告示第 89 号）により定めら

れた環境基準、「底質の暫定除去基準について」（昭

和 50年 10月 28 日環水管第 119号、最終改正：平

成 24年 8 月 8日環水大水発第 120725002 号）によ

り定められた暫定除去基準、「海洋汚染等及び海上

災害の防止に関する法律施行令第 5条第 1項に規

定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含

む廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭和 48

年 2月 17日総理府令第 6 号、最終改正：平成 29

年 6月 12日号外環境省令第 15号）に示された水

底土砂判定基準と比較した結果、全ての地点及び

項目において基準以下であることから、実施区域

周辺には有害物質が含まれる底質は存在しないと

考えられます。 

【3～12行目】 

調査結果については、「ダイオキシン類による大気

の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）

及び土壌の汚染に係る環境基準」（平成 11 年 12

月 27日環境庁告示第 68号、最終改正：令和 4年

11月 25日号外環境省告示第 89 号）により定めら

れた環境基準、「底質の暫定除去基準について」（昭

和 50年 10月 28 日環水管第 119号、最終改正：平

成 24年 8 月 8日環水大水発第 120725002 号）によ

り定められた暫定除去基準、「海洋汚染等及び海上

災害の防止に関する法律施行令第 5条第 1項に規

定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含

む廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭和 48

年 2月 17日総理府令第 6 号、最終改正：平成 29

年 6月 12日号外環境省令第 15号）に示された水

底土砂判定基準と比較した結果、全ての地点及び

項目において基準以下であることから、実施区域

周辺には基準を超過する汚染底質は存在しないと

考えられます。 

P.11.9-2 

表 11.9.1-1(1) 

動物相（陸生動物）

の状況の調査方法 

【表中】 

 

【表中】 

 

P.11.9-3 

表 11.9.1-1(2) 

動物相（陸生動物）

の状況の調査方法 

【表中】 

 

【表中】 
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表 17-2(3) その他の記載事項の修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P.11.9-87 

表 11.9.1-29(2) 

現地調査の調査期

間（水生動物） 

【表中】 

 

【表中】 

 

P.11.9-119 

表 11.9.1-46 

現地調査の調査期

間（注目すべき生息

地） 

【表中】 

 

【表中】 

 

P.11.9-202 

表 11.9.1-68(1)重

要な海棲哺乳類の

予測結果（水生動

物） 

【表中】 

 

【表中】 

 

P.11.9-269 

表 11.9.1-77(9) 

環境保全措置の検

討結果（陸生動物） 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、詳細設計の

段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定する。 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、詳細な設計

の段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定す

る。 

P.11.9-269 

表 11.9.1-77(10) 

環境保全措置の検

討結果（陸生動物） 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、詳細設計の

段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定する。 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、詳細な設計

の段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定す

る。 

P.11.9-273 

表 11.9.1-79(6) 

環境保全措置の検

討結果（水生動物） 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、詳細設計の

段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定する。 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、詳細な設計

の段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定す

る。 

P.11.9-276 

表 11.9.1-81(5) 

環境保全措置の検

討結果（注目すべき

生息地） 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、詳細設計の

段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定する。 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、詳細な設計

の段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定す

る。 
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表 17-2(4) その他の記載事項の修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P.11.9-277 

①事後調査の必要

性 

【1～6行目】 

工事の実施及び道路の存在に係る予測の手法

は、科学的知見に基づくものであり、予測の不確

実性は小さいと考えられます。また、採用した環

境保全措置は既知の知見及び事例、専門家等の意

見を参考に適切に実施することから、環境保全措

置の効果の不確実性は小さいと考えられますが、

「繁殖期に配慮した施工時期の検討」、「段階的な

施工の実施（コンディショニング）」、「巣箱の設置」

については、環境保全措置の内容をより詳細なも

のにするため、表 11.9.1-82に示すとおり、環境

影響評価法に基づく事後調査を実施します。 

【1～7行目】 

工事の実施及び道路の存在に係る予測の手法

は、科学的知見に基づくものであり、予測の不確

実性は小さいと考えられます。また、採用した環

境保全措置は既知の知見及び事例、専門家等の意

見を参考に適切に実施することから、環境保全措

置の効果の不確実性は小さいと考えられますが、

「繁殖期に配慮した施工時期の検討」、「段階的な

施工の実施（コンディショニング）」、「巣箱の設置」

については、環境保全措置の内容（ミサゴ、フク

ロウの営巣状況を踏まえた施工計画の立案等）を

より詳細なものにするため、表 11.9.1-82に示す

とおり、環境影響評価法に基づく事後調査を実施

します。 

P.11.9-278 

①事後調査の必要

性 

【1～7行目】 

工事の実施及び道路の存在に係る予測の手法は、

科学的知見に基づくものであり、予測の不確実性

は小さいと考えられますが、自動車の走行に伴い

橋脚から発生する水中音については知見がなく、

定量的な予測が困難であるため、予測の不確実性

があります。また、採用した環境保全措置は既知

の知見及び事例、専門家等の意見を参考に適切に

実施することから、環境保全措置の効果の不確実

性は小さいと考えられますが、「水底の掘削工事等

における施工開始時の工夫（ソフト・スタート）」

については、環境保全措置の内容をより詳細なも

のにするため、表 11.9.1-83に示すとおり、環境

影響評価法に基づく事後調査を実施します。 

【1～8行目】 

工事の実施及び道路の存在に係る予測の手法は、

科学的知見に基づくものであり、予測の不確実性

は小さいと考えられますが、自動車の走行に伴い

橋脚から発生する水中音については知見がなく、

定量的な予測が困難であるため、予測の不確実性

があります。また、採用した環境保全措置は既知

の知見及び事例、専門家等の意見を参考に適切に

実施することから、環境保全措置の効果の不確実

性は小さいと考えられますが、「水底の掘削工事等

における施工開始時の工夫（ソフト・スタート）」

については、環境保全措置の内容（スナメリの季

節性、日周性を踏まえた施工計画の立案等）をよ

り詳細なものにするため、表 11.9.1-83に示すと

おり、環境影響評価法に基づく事後調査を実施し

ます。 

P.11.10-25 

図  11.10.1-3  重

要種確認位置（植物

種（陸生植物）） 

【図中】 

 

【図中】 

 

P.11.10-27 

図 11.10.1-4（1） 

現存植生図（下関市

側） 

【図中】 

 

【図中】 

 

 



17-9 

表 17-2(5) その他の記載事項の修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P.11.10-28 

図 11.10.1-4（2） 

現存植生図（北九州

市側） 

【図中】 

 

【図中】 

 

P.11.10-39 

表 11.10.1-13 現

地調査の調査期間

（水生植物） 

【表中】 

 

【表中】 

 

P.11.11-72 

表 11.11.1-25(10) 

環境保全措置の検

討結果 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、詳細設計の

段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定する。 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、詳細な設計

の段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定す

る。 

P.11.11-73 

表 11.11.1-25(11) 

環境保全措置の検

討結果 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、詳細設計の

段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定する。 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、詳細な設計

の段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定す

る。 

P.11.12-41 

表 11.12.1-14(1) 

環境保全措置の検

討結果 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、詳細設計の

段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定する。 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、詳細な設計

の段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定す

る。 

P.11.12-41 

表 11.12.1-14(2) 

環境保全措置の検

討結果 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、詳細設計の

段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定する。 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、詳細な設計

の段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定す

る。 

P.11.13-18 

表 11.13.1-8(1) 

環境保全措置の検

討結果 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、詳細設計の

段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定する。 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、詳細な設計

の段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定す

る。 

P.11.13-18 

表 11.13.1-8(2) 

環境保全措置の検

討結果 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、詳細設計の

段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定する。 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、詳細な設計

の段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定す

る。 

P.11.13-18 

表 11.13.1-8(3) 

環境保全措置の検

討結果 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、詳細設計の

段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定する。 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、詳細な設計

の段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定す

る。 



17-10 

表 17-2(6) その他の記載事項の修正内容 

評価書の頁 準備書 補正前の評価書 

P.12-2 

表 12-1（1）環境影

響評価結果の総合

的な評価 

【表内、予測結果】 

自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状

物質の予測結果は、以下のとおりです。二酸化窒

素の日平均値の年間 98％値の予測結果は、

0.02421～0.03541 ppm、浮遊粒子状物質の日平均

値の 2%除外値の予測結果は、0.036830～0.062077 

mg/m3であり、全ての予測地点で「二酸化窒素に係

る環境基準について」（昭和 53 年 7月 11日環境庁

告示第 38号、最終改正：平成 8 年 10月 25日環境

庁告示第 74号）及び「大気の汚染に係る環境基準

について」（昭和 48年 5 月 8日環境庁告示第 25

号、最終改正：平成 8 年 10月 25日環境庁告示第

73号）により定められた環境基準以下と予測され

ます。 

【表内、予測結果】 

自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状

物質の予測結果は、以下のとおりです。二酸化窒

素の日平均値の年間 98％値の予測結果は、

0.02421～0.03550 ppm、浮遊粒子状物質の日平均

値の 2%除外値の予測結果は、0.036830～0.062077 

mg/m3であり、全ての予測地点で「二酸化窒素に係

る環境基準について」（昭和 53 年 7月 11日環境庁

告示第 38号、最終改正：平成 8 年 10月 25日環境

庁告示第 74号）及び「大気の汚染に係る環境基準

について」（昭和 48年 5 月 8日環境庁告示第 25

号、最終改正：平成 8 年 10月 25日環境庁告示第

73号）により定められた環境基準以下と予測され

ます。 

P.12-19 

表 12-1（18）環境

影響評価結果の総

合的な評価 

【表内、底質の状況の調査結果（有害物質）】 

調査結果は、全ての地点及び項目において基準

以下であることから、実施区域周辺には有害物質

が含まれる底質は存在しないと考えられます。 

【表内、底質の状況の調査結果（有害物質）】 

調査結果は、全ての地点及び項目において基準

以下であることから、実施区域周辺には基準を超

過する汚染底質は存在しないと考えられます。 

 

 



17-11 

17.2 補正前の評価書から補正評価書への修正 

「環境影響評価法」（平成 9 年 6 月 13 日法律第 81 号、最終改正：令和 2 年 6 月 10 日法律

第 41号）第 40条第 2項の規定により読み替えて適用される同法第 24条の規定に基づく国土

交通大臣意見等を勘案して、補正前の評価書の記載事項について検討を加え、補正後の評価

書において修正を行いました。なお、表現の適正化及び誤字、脱字等の修正については適宜

行いました。 

記載事項の修正内容は、表 17-3及び表 17-4に示すとおりです。 

 

表 17-3(1)  国土交通大臣意見及び都市計画同意権者意見を踏まえた補正前の評価書の 

記載事項の修正内容 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P.3-40 

(1) 温室効果ガス 

【5～6行目】 

また、工事の実施にあたっては、工事における

省エネルギー化の推進や再生可能エネルギーの利

用等により温室効果ガスの排出をできる限り削減

するよう、工事計画を検討します。 

【4～11行目】 

工事の実施にあたっては、「地球温暖化対策計

画」（令和 7 年 2 月 18日閣議決定）等の地球温暖

化対策に関連する施策や、最新技術の開発・社会

実装といった最新の知見及び動向を踏まえつつ、

事業実施段階において必要に応じて工事用車両か

らの温室効果ガス排出量の予測・評価の検討を行

うとともに、工事における省エネルギー化の推進

や再生可能エネルギーの利用、「GX建設機械の認

定に関する規定」（令和 5 年 10月 16日付国官参イ

第 87号）に基づき認定された GX 建設機械等の省

エネルギー性能の高い機器の活用等による工事中

の排出削減対策を含めて工事計画を検討し、温室

効果ガスの排出削減に努めます。 

P.3-40 

(1) 温室効果ガス 

【7～10行目】 

さらに、「2050年カーボンニュートラル」の実

現に関連する道路交通政策全体の検討状況を注視

し、必要に応じて本事業の計画に反映するととも

に、道路照明の LED化等の省エネ設備の導入、道

路管理に必要な電力についての再生可能エネルギ

ーの導入等の取組について検討し、温室効果ガス

の排出削減に努めます。 

【12～17行目】 

また、「2050年カーボンニュートラル」の実現

に関連する道路交通政策全体の検討状況を注視

し、必要に応じて本事業の計画に反映するととも

に、供用後における温室効果ガス排出量の削減を

進めるため、道路照明の LED化等の省エネ設備の

導入、道路管理に必要な電力についての再生可能

エネルギーの導入等の取組について検討するほ

か、本事業の供用前後における温室効果ガス排出

量の変化の把握やその結果を踏まえた排出削減に

向けた取組の検討に努めます。 

P.3-40 

(1) 温室効果ガス 

（記載なし） 

 

【18～28行目】 

事業実施段階において、対象道路の近傍に藻場

が分布していることが確認された場合は、必要に

応じて本事業実施による藻場への影響を専門家等

の助言を踏まえて予測・評価するとともに、影響

が見込まれる場合には、「地球温暖化対策計画」に

おけるブルーカーボンその他の吸収源に関する取

組を踏まえ、吸収源である藻場の保全、または代

償措置としての藻場の創出を行うなど、温室効果

ガスの吸収源対策の取組に努めます。また、「地球

温暖化対策の推進に関する法律」（平成 10 年 10

月 9日法律第 117 号、最終改正：令和 6 年 6月 19

日法律第 56号）に基づき、本事業に係る都市計画

の目的の達成と調和を図りつつ、地球温暖化対策

の推進に係る関係地方公共団体の実行計画と連携

して、温室効果ガスの排出削減対策等が行われる

よう配意します。さらに、道路管理者が「道路法

等の一部を改正する法律」（令和 7年 4 月 16日法

律第 22号）に基づく道路脱炭素化推進計画を策定

した場合には、当該計画も踏まえて本事業を実施

します。 
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表 17-3 (2)  国土交通大臣意見及び都市計画同意権者意見を踏まえた補正前の評価書の 

記載事項の修正内容 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P.11.2-52 

表 11.2.1-22(1) 

環境保全措置の検

討結果 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、事業実施

段階とし、保全すべき対象等の状況を勘案し、

最新の技術指針等を踏まえて決定する。また、

住居等保全対象の立地状況を踏まえ、当該路線

の環境基準の達成に必要な区間及び設計とす

る。 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、事業実施段階

とし、保全すべき対象等の状況を勘案し、最新の技

術指針等を踏まえて決定する。また、住居等保全対

象の立地状況を踏まえ、当該路線の環境基準の達成

に必要な区間に、必要な種類及び設計のものを設置

する。さらに、位置、高さ、材質等の決定にあたっ

ては、地域住民からの意見等も踏まえ、日照阻害等

も考慮した上で決定する。加えて、設置後において

も、その機能及び効果が継続的に維持されるよう適

切な管理に努める。 

P.11.2-53 

表 11.2.1-22(2) 

環境保全措置の検

討結果 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、事業実施

段階とし、保全すべき対象等の状況を勘案し、

最新の技術指針等を踏まえて決定する。また、

住居等保全対象の立地状況を踏まえ、当該路線

の環境基準の達成に必要な区間及び設計とす

る。 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、事業実施段階

とし、保全すべき対象等の状況を勘案し、最新の技

術指針等を踏まえて決定する。また、住居等保全対

象の立地状況を踏まえ、当該路線の環境基準の達成

に必要な区間に、必要な種類のものを敷設する。加

えて、敷設後においても、その機能及び効果が継続

的に維持されるよう適切な管理に努める。 

P.11.2-53 

表 11.2.1-22(3) 

環境保全措置の検

討結果 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、事業実施

段階とし、保全すべき対象等の状況を勘案し、

最新の技術指針等を踏まえて決定する。また、

住居等保全対象の立地状況を踏まえ、当該路線

の環境基準の達成に必要な区間及び設計とす

る。 

【表下部、注意書き】 

環境保全措置の具体化の検討時期は、事業実施段階

とし、保全すべき対象等の状況を勘案し、最新の技

術指針等を踏まえて決定する。また、住居等保全対

象の立地状況を踏まえ、当該路線の環境基準の達成

に必要な区間に、必要な種類及び設計のものを設置

する。加えて、設置後においても、その機能及び効

果が継続的に維持されるよう適切な管理に努める。 

P.11.14-4 

(5)予測結果 

（記載なし） 

 

【5～6行目】 

なお、建設副産物については、工事着手までに、

建設副産物の種類や発生量に応じた適正な処理方

法（再資源化を含む）及び処分先を決定するよう努

めます。 

P.11.14-8 

① 回避又は低減に

係る評価 

（記載なし） 

 

【7～8行目】 

加えて、建設副産物については、工事着手までに、

建設副産物の種類や発生量に応じた適正な処理方

法（再資源化を含む）及び処分先を決定するよう努

めます。 
P.12-1 

第 12章 環境影響

の総合的な評価 

【20～23行目】 

さらに、本環境影響評価では、環境に及ぼす

影響を予測し、必要に応じて環境保全措置を講

じることとしていますが、現段階で予測し得な

かった著しい影響が見られた場合、又はそのお

それが生じた場合には、環境に及ぼす影響につ

いて調査し、専門家等の意見を踏まえて、関係

機関と連携を図り、最新の技術指針等を踏まえ

て必要な措置を講じます。 

【20～28行目】 

本環境影響評価では、環境に及ぼす影響を予測

し、必要に応じて環境保全措置を講じることとして

いますが、現段階で予測し得なかった著しい影響が

見られた場合、又はそのおそれが生じた場合には、

環境に及ぼす影響について調査し、専門家等の意見

を踏まえて、関係機関と連携を図り、最新の技術指

針等を踏まえて必要な措置を講じます。また、本事

業の実施までに交通や周辺市街地の状況等が変化

する可能性があることから、社会環境、生活環境及

び自然環境の状況等について、事業実施段階におい

て現段階では想定し得なかった変化が生じた場合

は、その変化を考慮した上で、生活環境及び自然環

境への影響について、調査、予測及び評価の項目を

再検討し、その結果を踏まえ、必要に応じて調査、

予測及び評価を再実施するとともに、その内容を公

表します。 
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表 17-3 (3)  国土交通大臣意見及び都市計画同意権者意見を踏まえた補正前の評価書の 

記載事項の修正内容 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P.12-1 

第 12章 環境影響

の総合的な評価 

（記載なし） 

 

【29～32行目】 

今後の詳細な設計等に伴い具体化する環境保全

措置については、これまでの調査結果、調査、予測

及び評価の再実施を行った場合にはその結果並び

に専門家等の意見を踏まえて措置の内容を十分に

検討します。また、具体化においては、専門家等の

意見や検討にあたっての主要な論点、対応方針等を

適切に公表するなど、透明性及び客観性の確保に努

めます。 

P.12-1 

第 12章 環境影響

の総合的な評価 

（記載なし） 

 

【33～34行目】 

工事の実施にあたっては、工事説明会等の場を活

用して、本事業の実施に伴う環境影響及び環境保全

措置の内容について、地域住民等に対し丁寧な説明

に努めます。 

P.12-35 

表 12-1（34）環境

影響評価結果の総

合的な評価 

（記載なし） 

 

【表内、予測結果、32～33行目】 

なお、建設副産物については、工事着手までに、

建設副産物の種類や発生量に応じた適正な処理方

法（再資源化を含む）及び処分先を決定するよう努

めます。 

P.12-35 

表 12-1（34）環境

影響評価結果の総

合的な評価 

（記載なし） 

 

【表内、回避又は低減に係る評価、38～41行目】 

加えて、建設副産物については、工事着手までに、

建設副産物の種類や発生量に応じた適正な処理方

法（再資源化を含む）及び処分先を決定するよう努

めます。 
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表 17-4(1) その他の記載事項の修正内容 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P.3-37 

3.3.4 準備書以降

評価書までの検討

の経緯 

（記載なし） 

 

【1～10行目】 

令和 6 年 10月に「環境影響評価準備書」（以下、

「準備書」という。）を作成し、公告・縦覧しまし

た。縦覧期間中に「準備書説明会」を 4 回開催す

るとともに、一般及び知事から意見を聴取しまし

た。準備書の手続きは、令和 7 年 5月 2 日に山口

県知事意見、福岡県知事意見が述べられたことを

もって完了しました。 

知事意見を勘案するとともに、一般の環境保全

の見地からの意見に配意して準備書の記載事項に

ついて検討を加え、「環境影響評価書」（以下、「評

価書」という。）を作成し、令和 7年 6月に国土交

通大臣、都市計画同意権者である国土交通省中国

地方整備局長及び九州地方整備局長に送付しまし

た。その後、令和 7年 9 月に国土交通大臣、国土

交通省中国地方整備局長及び九州地方整備局長か

ら評価書に対して意見が述べられました。評価書

は、当該意見を勘案して、記載事項について検討

を加えて補正しました。 

P.11.5-8 

表 11.5.1-7 環境

保全措置の検討の

状況 

【表中】 

 

【表中】 

 

P.11.9-265 

表 11.9.1-76(1) 

環境保全措置の検

討の状況（陸生動

物） 

【表中】 

 

【表中】 
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表 17-4(2) その他の記載事項の修正内容 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P.11.9-270 

表 11.9.1-78(1) 

環境保全措置の検

討の状況（水生動

物） 

【表中】 

 

【表中】 

 

P.11.9-274 

表 11.9.1-80 環境

保全措置の検討の

状況（注目すべき生

息地） 

【表中】 

 

【表中】 

 

P.11.10-66 

表 11.10.1-28 環

境保全措置の検討

の状況（水生植物） 

【表中】 

 

【表中】 
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表 17-4(3) その他の記載事項の修正内容 

評価書の頁 補正前の評価書 評価書 

P.11.11-69 

表 11.11.1-24(2) 

環境保全措置の検

討の状況 

【表中】 

 

【表中】 

 

 

 

 


